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平成２３年度 

旅行業務取扱管理者ブラッシュアップ研修 

受 講 案 内 

 

一般社団法人 日本旅行業協会 

研修・試験部 

電話：03-3592-1277 

＜1．研修の目的＞ 

旅行業法・約款およびその他関連する通達等・苦情対応について、旅行業務取扱管理者の職務に関して必要な知識等 

の向上を図り、職務遂行資質の向上を目的とします。 

 

＜２．受講申込みの確認＞ 

貴社ご担当者より所定の申込方法にてお送りいただいた受講登録ファイルを当協会で受信後、確認のメールをお申込 
ご担当者宛にお送りいたします。 

＜３．受講確認書の送付＞ 

「受講確認書」を申込受付終了後の１月１２日以降、受講者ご本人宛にEメールにてお送りいたします。 

１月１７日（火）までに届かない場合は、研修・試験部（TEL03-3592-1277）にご連絡ください。 

 

なお研修当日は、必ずその「受講確認書」をプリントアウトし事務局にご提出ください。 

 

＜４．受講料＞ 

申込受付終了後の１月１３日以降に申込ご担当者宛に請求書をお送りし銀行振込みとさせていただきます。 

＜５．教材の送付＞ 

研修開始日の５日前までに発送いたします。（会場にて直接配布するものも一部あります。） 

＜６．研修期日・日程＞ 

（１） 研修期日 

会場 

区分 

会  場  名 

（ 所 在 地 ） 
期  日 定 員

札 幌 
道特会館 

（札幌市中央区北2条西2-26） 
２月 ２日（木）～  ３日（金） 30名 

仙 台 
ＰＡＲＭ－ＣＩＴＹ １３１ 

（仙台市青葉区一番町3-1-16） 
２月 ２日（木）～  ３日（金） 24名 

東京Ａ 
全日通霞が関ビル 

（東京都千代田区霞が関3-3-3） 
１月３０日（月）～ ３１日（火） 50名 

東京Ｂ 
全日通霞が関ビル 

（東京都千代田区霞が関3-3-3） 
２月 ６日（月）～  ７日（火） 65名 

東京Ｃ 
全日通霞が関ビル 

（東京都千代田区霞が関3-3-3） 
２月１５日（水）～ １６日（木） 50名 

東京Ｄ 
全日通霞が関ビル 

（東京都千代田区霞が関3-3-3） ２月２１日（火）～ ２２日（水） 50名 
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東京Ｅ 
全日通霞が関ビル 

（東京都千代田区霞が関3-3-3） 
２月２３日（木）～ ２４日（金） 65名 

名古屋 
名古屋ダイヤビル２号館 

（名古屋市中村区名駅3-15-1） 
２月 ６日（月）～  ７日（火） 60名 

大阪Ａ 
CIVI北梅田研修センター 

（大阪市北区芝田2-7-18） 
２月１４日（火）～ １５日（水） 54名 

大阪Ｂ 
CIVI北梅田研修センター 

（大阪市北区芝田2-7-18） 
２月２９日（水）～ ３月 １日（木） 54名 

広 島 
広島ＹＭＣＡホール 

（広島市中区八丁堀7-11） 
２月１３日（月）～ １４日（火） 25名 

福 岡 
天神クリスタルビル 

（福岡市中央区天神4-6-7） 
２月２１日（火）～ ２２日（水） 60名 

那 覇 
沖縄県青年会館 

（那覇市久米2-15-23） 
２月 ８日（水）～  ９日（木） 30名 

 

●先着順受付とし、定員に達した会場については、期日以前に申込受付を締め切るとともに、ホームページ上でお知ら

せします。 

●また、各会場とも定員に達した場合について、第２、第３希望の順に受講会場の振替をいたします。（受講可能な会場

のみ入力または記入し、他は空欄にしてください。） 

●受講者が２０名に達しない場合は開催しないことがあります。 

 

（２）研修日程（予定） 

9：50～10：00 オリエンテーション 

１日目 
10：00～17：00 

・管理者のための旅行業法 

・管理者のための旅行業約款（前半） 

12：30～13：30（昼休憩） 

２日目 09：30～16：30 

・管理者のための旅行業約款（後半） 

・質疑応答 

・グループ討議による事例研究 

12：00～13：00（昼休憩） 

 

＜7．受講証の発行＞ 

 全ての講義を受講された方には、以下のとおり受講証を発行します。 

●初めて旅行業務取扱管理者ブラッシュアップ研修を受講された方 

受講証カードを、研修最終日に会場にてお渡しいたします。 

 

●以前に旅行業務取扱管理者資格者（ブラッシュアップ）研修を受講された方 

『旅行業務取扱管理者資格者研修受講証』（水色のカード）を研修当日ご持参ください。 

カード裏面に受講印を押印の上、研修終了後にお返しします。 

 なお、紛失された方は、研修当日にお申し出ください。再発行した受講証カードを、研修最終日に会場にて 

お渡しいたします。 

  

※過去にこの研修を受講された方へご案内 

平成１７年に旅行業法の改正がなされ、毎年重要な通達が観光庁から発出されておりますので、それを確認するために

は、毎年受講いただくことも大事なことではありますが、平成１７年以降複数回受講いただいている方につきましては、

毎年受講することを義務付けしてはおりませんので、ご自身で判断いただき申込をいただきますようお願い申し上げます。 

 

※受講登録ファイルにご入力いただいた個人情報は、当研修の円滑な実施のためのみに利用いたします。 

以上 


